
海
を
愛
す
る
気
持
ち
は
、
漁
業
者
も
遊
漁
者
も
同
じ
で
す
。

漁
業
を
営
む
人
た
ち
は
、
海
の
貴
重
な
資
源
を

利
用
す
る
だ
け
で
な
く
、
資
源
を
保
護
し
た
り
、

沿
岸
環
境
の
保
全
に
努
め
て
い
ま
す
。

ま
た
、
救
護
活
動
に
も
積
極
的
に
協
力
し
て
い
ま
す
。

彼
ら
は
い
わ
ば
、
海
の
守
人
な
の
で
す
。



（ 船を使用してはいけません）

投網 徒手採捕

（ 水中銃によるものを除く ）

やす
は具

たも網
さで網

竿釣り
手釣り

（ 使用できないものの例）

カゴ

はえなわ

水中銃 刺し網

ひき釣り
（ ト ローリング）

島根県漁業調整規則　 第47条（ 非漁民等の漁具漁法の制限）第41条（遊漁者等の漁具漁法の制限）



こ
ど
も
の
魚
は
海
に
帰
し
て

あ
げ
る
と
気
持
ち
が
い
い
よ
！

無断係留・ 放置はやめましょう

漁業者のかたは、 30 未満のヒラメ を自主的に放流しています。

遊漁者のみなさんも水産資源の保護のため、 海を愛する者として同じことができるはず。

小さなさかなは食べるところがないよ。

港、河川を運航する船舶の妨げとなります。また、管理者がいないため、子供が遊んで事故を招く 恐れがあります。

さらに、 増水や台風などの自然災害時には係留艇が流されたり沈んだり して思わぬ災害を招く 恐れがあります。



海を利用する者として、 自分自身が恥ずかし く なるよう な行為はやめましょ う 。



規則を守り 、 秩序正し い船釣りをしましょ う

錨止め禁止区域（ 島根海区漁業調整委員会指示）



船舶を使用したまき餌釣り漁法禁止海域（ 島根県漁業調整規則第3 8 条）

島根県農林水産部漁業管理課

島根県松江市殿町一番地
TEL（ 0852）22－5315 FAX（ 0852）22－5929

（島根県漁業調整規則第34条）

　この略図のとおり、島根県漁業
調整規則第34条の規定により、船
舶（ゴムボート及び手こぎボート
を含む。）を使用してするまき餌
釣漁法が禁止されていますので、
ご注意ください。

　この規定に違反した場合には、
罰則が適用されます。

島根県農林水産部水産課


